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○磐田市排水設備等指定工事店の違反行為等に対する処分に関する要綱 

平成31年４月１日上下水道事業管理告示第４号 

磐田市排水設備等指定工事店の違反行為等に対する処分に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、磐田市下水道条例（平成17年磐田市条例第211号。以下「条例」という。）第

16条の規定に基づき、条例第２条第12号に規定する指定工事店（以下「指定工事店」という。）

に対する指定の取消し及び指定停止の処分（以下「処分」という。）の基準等について、必要な

事項を定めるものとする。 

（違反点数の決定等） 

第２条 磐田市下水道事業管理者（下水道事業の管理者の権限を行う市長。以下「管理者」という。）

は、指定工事店が条例第16条各号に掲げる事由（以下「違反行為等」という。）のいずれかに該

当するときは、別表第１に基づき当該違反行為等の態様により、違反点数を付するものとする。

ただし、当該違反行為等が不可抗力その他特別の事情にかかわる場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定工事店が指定の停止を受け、当該指定停止が満了した時から１

年以内に違反行為等があった場合は、違反点数に３を乗じて得た点数を付するものとする。ただ

し、当該違反行為等が不可抗力その他特別の事情にかかわる場合は、この限りでない。 

３ 管理者は、前２項の規定により違反点数を付する場合は、当該指定工事店に対し、注意書（様

式第１号）により注意を行うものとする。 

（処分） 

第３条 違反行為等に対する処分は、別表第１に掲げる違反点数の累積により行う。 

２ 管理者は、違反点数が別表第２の処分基準点数の欄に掲げる点数に達したときは、磐田市排水

設備指定工事店審査委員会（以下「審査委員会」という。）の議を経て、当該処分内容の欄に定

めるところにより処分を決定する。 

３ 管理者は、処分を決定したときは、当該指定工事店に対し、処分決定通知書（様式第２号）に

より通知する。 

（周知） 

第４条 管理者は、処分を行ったときは、その都度告示するとともに、関係機関に通知する。 

（違反点数の消滅） 

第５条 各違反行為等の違反点数は、当該違反点数を付した日を起算日として、１年経過した日を

もって消滅する。 
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２ 指定工事店の違反点数は、前項に規定する経過期間中であっても、当該指定工事店が指定の停

止を受け、当該指定停止が満了した時は、全て消滅する。 

（処分後の工事施工） 

第６条 指定工事店が違反行為等に係る処分を受けた時において、当該指定工事店に本市の排水設

備等に係る未工の請負工事があるときは、当該請負工事に限り施工することができる。 

（その他） 

第７条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。 

附 則

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、磐田市排水設備等指定工事店の違反行為等に対する処分に

関する要綱（平成20年磐田市告示第31号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、こ

の告示の相当規定によりなされたものとみなす。 
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別表第１（第２条、第３条関係） 

区分 違反行為 違反点数 

条例第１６条第１号  次のいずれかの指定基準に適合しなくなったとき。 

 ⑴ 責任技術者が１人以上専属していること。 

 ⑵ 排水設備等の工事に必要な設備及び器材を有していること。 

 ⑶ 静岡県内に営業所があること。 

１２ 

条例第１６条第２号  次に掲げる事項を遵守しないとき。 

 ⑴ 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これ

を拒んではならない。 
２ 

 ⑵ 工事は適正な工費で施工し、工事契約に際しては、工事期限その

他の必要事項を明確に示さなければならない。 
１ 

 ⑶ 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わ

せてはならない。 
２ 

 ⑷ 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならな

い。 
２ 

 ⑸ 工事は、排水設備等の工事の計画の確認を受けたものでなければ

着手してはならない。 
４ 

 ⑹ 工事は、責任技術者の監理の下において設計及び施工しなければ

ならない。ただし、次に掲げる基準を超える建築物の新築又は増築

が伴う工事にあっては、建築士の監理の下において設計及び施工し

なければならない。 

  ア 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第５号

に掲げる防火地域又は準防火地域内の建築物については、延べ面

積１０平方メートル 

  イ 都市計画法第４条第２項に規定する区域のうち、アに規定する

防火地域及び準防火地域以外の区域における建築物については、

延べ面積６０平方メートル 

２ 

 ⑺ 工事の完了後１年以内に生じた故障等については、天災地変又は

使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修し

なければならない。 

１ 

 ⑻ 排水設備等の工事の検査には、工事の責任技術者を立ち会わせる

とともに、検査の結果、工事に改善すべき箇所があると認められた

ときは、市長の指定する期間内に改善しなければならない。 １ 

条例第１６条第３号 次のいずれかに該当する事項の届出をせず、又は虚偽の届出をしたと

き。 

 ⑴ 組織を変更したとき。 

 ⑵ 代表者に異動があったとき。 

 ⑶ 商号を変更したとき。 

 ⑷ 営業所を移転したとき。 

 ⑸ 専属する責任技術者に異動があったとき。 

 ⑹ 住居表示、電話番号等に変更があったとき。 

１ 

条例第１６条第４号 施工する排水設備等の工事が下水道施設の機能に障害を与え、又は与

えるおそれがあるとき。 
２ 

条例第１６条第５号 不正の手段により指定工事店の指定を受けたとき。 １２ 

条例第１６条第６号  業務に関し、不誠実な行為その他市長が指定工事店として不適当と認

めたとき。 
１～１２ 

別表第２（第３条関係） 

処分基準点数 処分内容 

８点以上１２点未満 ３０日以内の指定の停止 

１２点以上 条例第１６条第１号又は第５号に該当する場合は指定の取消し 

条例第１６条第２号から第４号まで又は第６号に該当する場合は３１日以上１８０

日以下の指定の停止又は指定の取消し 


